
　
　　

　　　　　　　

【　8月の行事　】

那珂公民館だより 令和６年 8月号

那珂公民館

日 曜日 時間 　内　 　容

1 木 13時30分 ふれあいサロン　だんだん会

21 水 14時00分 健康づくり教室（徳洲会病院）

22 木 13時30分 ふれあいサロン　だんだん会

【子育て交流サロン】

(なかヨチサロン)
０歳～３歳位までのお子さんと

保護者の方たちの交流の場です❤

＜那珂公民館＞

(今月の見守り：衛生連合会)

＊１９日（月） １０：００～１２：００

＊２６日（月） １０：００～１２：００

＜那珂会館＞

＊７日（水） １０：００～１２：００

公民館主催事業

福岡市博多区那珂3丁目10番２号

TEL 471-9329 FAX 471-9330 
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ありがとう その一言で えがおがうまれる

那珂小学校４年生 作

【8月のなかよし喫茶】
（高齢者サロン）

１３：３０～１５：３０

＊ 3日（土） 茶話会

＊１7日（土） 朗読

※８月２日（金）までに公民館へお申し込みください。

美味しいコーヒーが

お待ちしています❤

効率的な運営のため、利用申し込みがない場合は

公民館は下記の日程で臨時休館いたします。

＊ ８月１３日（火）～１５日（木）

利用申込みは８月３日（土）正午までにお願いいたします。

＊ ８月２５日（日）

利用申込みは８月１６日（金）正午までにお願いいたします。

（那珂のびっ子クラブ）

日 時 ： ８月８日（木） １９：３０～２０：３０

場 所 ： 那珂公民館 講堂

講 師 ： 堤 清武氏

（博多区生涯学習推進課 人権教育推進員）

テーマ ： 「アンコンシャス・バイアスって何？」

～「常識」は日々変わっていく～

那珂校区「敬老の日」祝賀実行委員会では、「敬老の日」を

迎えられる方々に感謝とご長寿をお祝いするため、対象者の

方に「お祝いの記念品（上煎茶）」をお贈りいたします。

後日、町内会から「記念品申込書」を各家庭に

回覧しますので、「お名前等」を記入し、

８月３日（土）までに町内会へ提出してください。

【対象者】

＊７５歳以上の方で那珂校区内に住民登録されている方。

（昭和２４年１２月３１日までに生まれた方）
【記念品のお届け】

＊ 令和６年９月１４日（土）～９月１６日（月・敬老の日）

町内会からお届け予定です。

《主催 ： 那珂校区「敬老の日」祝賀実行委員会 》

～認知症コミュニケーション・ケア技法～

日 時 ： ９月１０日（火） １３：３０～１４：３０

場 所 ： 那珂公民館 講堂

※お申込は右のQRコードを読み込んで

オンラインでお申込みください。 福岡市ユマニチュード講座一斉実施事務局

☎ ０９２-６００-２７８６（平日９：００～１７：００）

日 時 ： ８月５日（月） １０：００～１１：００

場 所 ： 那珂公民館 講堂

講 師 ： 荻田 哲司氏（ユマニチュード地域リーダー）

対 象 ： 小学生１年生～６年生

（＊中学生も参加できます）

定 員 ： ２０名

（参加費 １００円）

＜共催：青少年育成連合会・那珂公民館 ＞

※どなたでも、多数のご参加をお待ちしています。

ケアする人と受けとる人との間で「やさしさ」のやりとりが

できるように考えられたケアの方法「ユマニチュード」につ

いてわかりやくす説明してくださいます。

「ユマニチュード講座」

ユマニチュードとは、認知症の人に優しさを伝えるコミュニケー

ションの技術です。ユマニチュードの基本的な技術について学

び、認知症の人に優しいまちをつくりましょう。

※オンラインでのお申込みが難しい場合は下記事務局へ

ご連絡ください。

●●●●●●●●● 民生委員よりお知らせ ●●●●●●●●●

町内担当の民生委員の連絡先を知らない方は

公民館がつなぎます。

那珂公民館 ☎４７１-９３２９ までお電話ください。

日 時 ： ９月２日（月） １０：３０～１２：００

場 所 ： 那珂公民館 講堂

講 師 ： 福岡市民防災センター（消防出前講習）

対 象 ： ０歳から３歳までの親子

※８月２６日（月）までに公民館へお申し込みください。

～現役消防士さんから「イザという時のため」に学んでみませんか～

（すくすくスマイル）

夏祭り（盆踊り）のご案内
町内会 開催日 開始時間  場　所

那珂１－１ 7月20日 16：00～  西天神児童広場

半道橋１－１ 7月27日 17：30～ 　半道橋児童公園

東光寺町 8月17日 18：00～  東光寺町公民館広場

東那珂２－３ 8月24日 15：00～ マンション内（アンピール）

≪ 令和６年度 ≫


